
 

1 

 

令和５年度福島県ＰＣＢ汚染機器分析支援事業補助金交付実施要領 

 

 令和５年４月１５日 

福島県産業廃棄物課  

１ 目的 

ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という｡）廃棄物の処分期間内の処理を推進 

することを目的として、製造者からＰＣＢを含有していない旨の確認を得ることがで 

きない電気機器（銘板等が無いため、製造者、型式等を確認することができない電気 

機器を含み、安定器及び安定器を分解又は解体したものを除く。以下「ＰＣＢ汚染機 

器」という。）を保管又は所有している者が行うＰＣＢの分析事業を支援する。  

２ 事業の内容 

（１） 補助事業の実施主体 

福島県の区域（福島市、郡山市及びいわき市を除く。）内において、ＰＣＢ汚染 

機器を保管又は所有している者（以下「保管事業者等」という。）であって、かつ、 

次のアからオのいずれかに該当するものとする。 
ア 次の(ア)から(キ)のいずれかに該当するもの (次の(ア)から(キ)に掲げる者以

外の一又は二以上の会社（以下「大企業者」という｡）の所有に係る当該会社の株

式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への

出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が２分の１以上である者及びそ

の者との間にその者による完全支配関係（法人税法（昭和４０年法律第３４号）

第２条第１項第１２号の７の６に規定する完全支配関係をいう。以下同じ｡）があ

る者並びに大企業者との間に当該会社又は大企業者による完全支配関係がある者

を除いたものをいう。） 

(ア)  資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数

が３００人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業

種（(イ)から(キ)までに掲げる業種を除く｡）に属する事業を主たる事業とし

て営むもの 

(イ)  資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は常時使用する従業員の数

が１００人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業と

して営むもの 

(ウ)  資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下の会社又は常時使用する従

業員の数が１００人以下及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる

事業として営むもの 
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(エ)  資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下の会社又は常時使用する従

業員の数が５０人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる

事業として営むもの 

(オ)  資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数

が９００人以下の会社及び個人であって､ゴム製品製造業(自動車又は航空機用

タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く｡)に属する事業を

主たる事業として営むもの 

(カ)  資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数

が３００人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業又は情報処理サービ

ス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(キ)  資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下の会社又は常時使用する従

業員の数が２００人以下の会社及び個人であって、旅館業に属する事業を主た

る事業として営むもの 

イ 次の(ア)から(イ)のいずれかに該当する者（以下「中小企業団体等」という。） 

(ア) 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１ 

項に規定する中小企業団体（事業協同組合、事業協同小組合、火災共済共同組 

合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工 

組合連合会） 

(イ) 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は 

間接の構成員たる事業者の３分の２以上が２（１）アの(ア)から(キ)までのい 

ずれかに該当する者であるもの（（ア）に掲げるものを除く。） 

ウ 常時使用する従業員の数が２（１）アの(ア)から(キ)までに定める業種ごとに 

当該(ア)から(キ)までに定める従業員の数以下の法人（会社を除く。以下同じ。） 

(国の機関又は地方公共団体を除く｡)であって、当該(ア)から(キ)までに定める 

業種に属する事業を主たる事業として営むもの  

エ 常時使用する従業員の数が１００人以下の法人 

オ ＰＣＢ汚染機器を保管又は所有する個人 

カ 破産した法人（（１）アで定める（ア）から（キ）のいずれかに該当する者に限

る。以下同じ。）又は個人の破産財団に属するＰＣＢ汚染機器を管理する破産管財

人 

（２）補助事業期間 

   補助事業期間は補助金交付決定の日から当該事業年度の３月３１日までとする。 

（３）補助事業の実施の方法 

次のアからウに掲げる方法で分析したものに限る。 

ア 特別管理廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法 
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（平成４年厚生省告示第１９２号）別表第１から別表第３に定める方法 

イ 絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法マニュアル（第３版） 

（平成２３年５月環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物） 

ウ 低濃度ＰＣＢ含有廃棄物に関する測定方法（第４版） 

（令和元年１０月環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課ポリ塩化ビフェニル

廃棄物処理推進室) 

（４）補助金の支払い 

補助金の支払いは補助事業終了後、精算払いとする。 

３ 補助金交付申請書の提出 

補助金は、知事の交付決定を受けた福島県ＰＣＢ汚染機器分析支援事業補助金交付

申請書に基づき、保管事業者等が実施する事業に対して交付する。申請書には次の書類

を添付して提出するものとする。なお、提出部数は正本１部とする。 

（１）提出書類 

ア  福島県ＰＣＢ汚染機器分析支援事業計画書（別紙１） 

イ 補助事業を行うＰＣＢ汚染機器（別紙２） 

ウ ＰＣＢ汚染機器の写真（別紙３） 

エ 添付書類 

（ア）補助事業に係る内訳別の見積書 

（イ）中小企業者、中小企業団体等及び中小法人の場合は、登記事項全部証明書 

（ウ）個人事業主及び個人の場合は、住民票 

（エ）中小企業者、中小企業団体等及び中小法人の場合は、直近の法人税確定申告 

書及び確定申告時の添付書類 

（オ）個人事業主及び個人の場合は、直近の確定申告書等の写し 

（カ）中小企業団体等の場合は、事業報告書 

（キ）破産管財人の場合は、裁判所の破産手続開始の決定通知の写し又は裁判所が 

選任したことを証するもの 

（２）受付期間 

  令和５年４月２６日から令和６年１月３１日まで 

ただし、上記の受付期間であっても、応募が予算額に達した場合は、申請の受付

を終了する。 

（３）提出先 

福島県生活環境部 産業廃棄物課  

〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２番１６号 

 

４ 採択基準 
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  補助事業の採択にあたっては、次の事項を審査の基準とする。 

（１）交付決定前に補助事業に着手していないこと。 

（２）交付決定後速やかに補助事業に着手し、補助事業期間内に補助事業を完了する見込

みがあること。 

（３）補助事業に要する自己資金の調達能力が十分であること。 

（４）当該補助事業が、既に同じ目的の国等の補助金の採択を受けていないこと。 

 

５ 補助事業者の義務 

  当該補助金の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければならないものと 

する。 

（１）交付決定後、補助事業の経費又は内容を著しく変更しようとする場合、若しくは 

補助事業を廃止しようとする場合は、知事に変更承認（廃止）承認申請書（様式第

２号）を提出し､その承認を得ること。 

（２）補助事業を完了した場合は、福島県ＰＣＢ汚染機器分析支援事業補助金実績報告 

書（様式第３号）を作成し、知事に提出すること。 

（３）補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類(注)を整理 

し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間 

保存すること。 

（注) 見積書、注文書、請求書、領収書、報告書等の会計帳簿等を整理すること。 

 

６ その他 

この要領に定めるもののほか、事業の執行に関し必要な事項については、別に定め 

るものとする。 


